
(証券コード 4616)
2023年２月１日

株 主 各 位
兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番１号

代表取締役社長 村 田 泰 通

第108回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご通知申しあげます。
本株主総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため株主の皆様にはご来場をで

きるだけ見合わせていただき、書面による議決権行使を行っていただきますようお願
い申しあげます。株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年２月16日（木曜日）午後５時ま
でに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具
記

１. 日 時 2023年２月17日（金曜日）午前10時

２. 場 所 兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番１号 当社２階会議室

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第108期（2021年 12月１日から2022年 11月 30日まで）

事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

２．会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役７名選任の件
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に

修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.kawakami-paint.co.jp/）に掲載させていただきます。
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新型コロナウイルス感染防止への対応について

本株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について慎重に検討

いたしました結果、次のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解なら

びにご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

【株主様へのお願い】

・感染拡大防止の観点から、事前に書面（郵送）により議決権をご行使いただき、株

主総会当日のご来場をお控えいただくようお願いいたします。

・上記にかかわらず当日ご出席される場合は、マスクをご着用いただき、検温および

会場に設置するアルコール消毒液の使用にご協力ください。ご協力をいただけない

場合、入場をお断りさせていただくことがございます。

・当社による入場時・入場後の確認により、発熱が認められる方、咳き込んでいる方、

マスクを入場から退出まで常時ご着用いただけない方の入場はお断りさせていただ

きます。（入場後退出いただくこともございます。）

【当社の対応】

・株主総会に出席する取締役、監査役および運営スタッフは、マスク着用で応対をさ

せていただきます。

・会場内では間隔を空けてご着席いただくため、ご用意できる席数が例年より減少い

たしますので、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。

・体調不良と見受けられる場合、運営スタッフがお声をかける場合がございます。

・本株主総会は、例年よりも短時間で行うことを目的に、円滑かつ効率的な議事進行

を目指しており、株主様からのご質問、ご発言を制限させていただく場合がござい

ます。

【土産について】

・本株主総会ではお土産のご用意はございません。

なお、今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社

ウェブサイト(https://www.kawakami-paint.co.jp/)に掲載させていただきます。
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添 付 書 類

事 業 報 告
(2021年12月１日から2022年11月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染対策と経済

活動の両立が進み、緩やかな回復基調にありました。しかしながら、中国の「ゼ

ロコロナ政策」やウクライナ情勢の長期化などによる原材料・エネルギー価格の

高騰、世界的なサプライチェーンの混乱による部品・半導体不足に加え、各国の

高インフレ対策による景気減速の懸念もあり、依然として先行き不透明な状況が

続いております。

このような状況下、当社グループは当連結会計年度を初年度とする３ヵ年の中

期経営計画に基づいて、顧客や社会のニーズに応えた高品質製品の開発や生産体

制の合理化等の重点施策に取り組み、利益率向上等による収益体質・財務体質の

改善を図り、企業価値の向上に努めました。また、設備投資について、これら重

点施策推進に向け計画いたしましたが、半導体・資材不足などの影響で予想以上

に時間を要する状況となり、設備投資額は94百万円にとどまりました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、取引先での部品不足等の影響を受け

ながらも、経済活動の再開とともに需要が次第に回復してきたことにより、売上

高は5,632百万円（前年同期比6.0％増）となりました。利益につきましては、想

定を上回る原材料および光熱費の高騰と物流費など諸経費の増加のため、販売価

格の是正・経費削減を進めた結果、経常利益213百万円（前年同期比0.6％増）、親

会社株主に帰属する当期純利益162百万円（前年同期比11.0％増）となりました。
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品種別販売実績は次のとおりであります。

品 種 別 金 額（千円) 前期比（％) 構成比（％)

合 成 樹 脂 塗 料 5,166,289 106.5 91.7

油 性 塗 料 2,080 86.7 0.1

ラ ッ カ ー 28,299 136.1 0.5

塗 料 希 釈 剤 281,898 103.3 5.0

関 連 製 品 33,034 101.0 0.6

そ の 他 121,096 91.4 2.1

合 計 5,632,700 106.0 100.0

(2) 設 備 投 資 の 状 況

当連結会計年度の設備投資につきましては、主として本社工場、千葉工場の塗

料製造設備の増強・維持更新ならびに研究開発設備のため94百万円の投資を実施

いたしました。

(3) 資 金 調 達 の 状 況

設備投資などの運転資金に充てるため、金融機関より400百万円の長期借入を行

いました。一方、短期借入金30百万円および長期借入金464百万円を返済いたしま

した。

(4) 対 処 す べ き 課 題

次期の見通しといたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和し、景

気は緩やかに回復していくことが期待されますが、原材料・エネルギー価格の高

騰や物流コストの上昇、インフレ加速等による景気減速が懸念され、国内外の経

済は先行き不透明な状況が続くものと予想されます。このような状況下、引き続

き中期経営計画に基づいて、①高機能・高付加価値製品の開発、②きめ細やかな

対応による顧客満足度の向上、③生産の合理化、④高収益体質確立に向けた利益

率の向上など各種重点施策を確実に実行し、全社一丸となって中期経営計画達成

と更なる企業価値向上に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申しあげます。
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(5) 財産および損益の状況

①企業集団の財産および損益の状況

年 度
区 分

2019年度
(第105期)

2020年度
(第106期)

2021年度
(第107期)

2022年度
(第108期)

売 上 高(千円) 5,741,928 4,880,826 5,312,034 5,632,700

経 常 利 益(千円) 268,025 10,649 212,579 213,827

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 198,948 △2,512 146,158 162,213

１株当たり当期純利益 (円) 199.75 △2.52 146.76 162.91

総 資 産(千円) 7,851,013 7,063,617 7,649,862 7,997,523

純 資 産(千円) 2,452,584 2,369,455 2,529,548 2,718,106

(注) 第108期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31

日）等を適用しており、第108期の財産及び損益の状況については、当該会計基

準等を適用した後の数値を記載しております。

②当社の財産および損益の状況

年 度
区 分

2019年度
(第105期)

2020年度
(第106期)

2021年度
(第107期)

2022年度
(第108期)

売 上 高(千円) 5,667,172 4,817,179 5,242,603 5,581,335

経 常 利 益(千円) 256,239 15,025 202,120 211,279

当 期 純 利 益(千円) 191,478 4,128 140,313 162,062

１株当たり当期純利益 (円) 192.08 4.14 140.76 162.59

総 資 産(千円) 7,725,229 6,952,738 7,527,438 7,883,693

純 資 産(千円) 2,416,839 2,347,658 2,499,574 2,666,916

(注) 第108期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31

日）等を適用しており、第108期の財産及び損益の状況については、当該会計基

準等を適用した後の数値を記載しております。
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(6) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

ダイヤス化成株式会社 12百万円 100.0％ 塗 料 等 の 販 売

(注) 当社の連結子会社は上記の重要な子会社１社であり、持分法適用会社は１社で

あります。

(7) 主 要 な 事 業 内 容

各種塗料の製造販売を主な事業とし、これに付帯または関連する業務を営んで

おります。

(8) 主要な営業所および工場

①当社

営 業 所：仙台営業所・北日本営業所（郡山市)、東京営業所、浜松営業所・名

古屋営業所、金沢営業所、大阪営業所（尼崎市)、広島営業所、九州

営業所（福岡市）

工 場：本社工場（尼崎市)、東京工場、千葉工場

②子会社

ダイヤス化成株式会社（守口市）

(9) 使 用 人 の 状 況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

141名 ３名増

(注) 上記には契約社員・パートタイマーなど計28名は含まれておりません。
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(10) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 525

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 433

兵庫県信用農業協同組合連合会 295

株 式 会 社 み な と 銀 行 208

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 150

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 100

株 式 会 社 南 都 銀 行 90

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 46

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 44
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２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 400万株

(2) 発行済株式の総数 100万株（自己株式 3,313株を含む）

(3) 株 主 数 741名

(4) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

ＤＸエンゲージメントパートナーズ合同会社 118 11.87

川 上 塗 料 共 栄 会 ※ 80 8.08

三 井 物 産 株 式 会 社 60 6.03

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口）

57 5.72

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 53 5.32

株 式 会 社 キ シ モ ト 36 3.68

川 上 塗 料 従 業 員 持 株 会 29 2.94

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 26 2.61

株 式 会 社 東 広 25 2.52

株 式 会 社 カ ク カ 24 2.42

(注) １．※は、当社取引先持株会であります。

２．持株比率は自己株式（3,313株）を控除して計算しております。

３．ＤＸエンゲージメントパートナーズ合同会社は、2022年８月23日付でサイ

ブリッジ合同会社より商号変更しております。商号変更の日付については、

当該株主より2022年８月25日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）

に基づき記載しております。
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３．会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 野 村 茂 光

代 表 取 締 役 社 長 村 田 泰 通

取 締 役 松 下 田 佳 子 経理本部長兼システム室長

取 締 役 宮 司 裕 之 サプライチェーン統括本部長兼総務部担当

取 締 役 作 本 政 英 生産本部長兼本社工場長兼製造部長

取 締 役 佐 々 木 圭 史 営業本部長兼営業企画室長

取 締 役 檀 上 秀 逸 公認会計士檀上秀逸事務所 所長
公 認 会 計 士
㈱ノザワ 社外監査役

監 査 役（常 勤) 矢 野 光 芳

監 査 役 小 林 京 子 色川法律事務所 弁護士
三菱ロジスネクスト㈱ 社外取締役
日本ピラー工業株式会社 社外取締役

監 査 役 大 松 信 貴 大松公認会計士事務所 所長
公 認 会 計 士 税 理 士
株式会社エスティック 社外取締役

(注) １．取締役 檀上秀逸氏は、社外取締役であります。

なお、同氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

２．監査役 小林京子氏および大松信貴氏は、社外監査役であります。

なお、両氏を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

３．監査役 大松信貴氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び

会計並びに税務に関する相当程度の知見を有しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役 檀上秀逸氏および社外監査役 小林京子氏、大松信貴氏と

の間で、会社法第423条第１項の責任につき法令の定める額を限度とする責任限定

契約を締結しております。

(3) 補償契約の内容の概要

当社は当社役員との間で、補償契約は締結しておりません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社及び子会社は、取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負

担しております。当該保険契約では、被保険者が職務の執行に起因した責任を負

うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損

害を填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識し

て行った行為等に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があり

ます。

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

イ）決定方針の決定の方法および内容の概要

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、業績向上及び企業価値

増大に対する意欲を高め、求められる役割と責任にふさわしい報酬制度とするこ

とを基本方針としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に

つきましては、取締役会で決議しております。

役員の報酬の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内に

おいて決定されており、取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、役位に応じた堅

実な職務遂行を促すための基本報酬（固定報酬）と短期的なインセンティブとし

ての業績連動報酬の２種類で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、

独立性・客観性を保つ観点から、また、監査役の報酬は、監査役としての役割と

独立性の観点から、基本報酬のみとしております。

監査役の報酬は常勤・非常勤の別や業務分担の状況を考慮して監査役の協議に

より決定しております。
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業績連動報酬につきましては、連結経常利益額を指標としております。当該指

標を選択した理由は、連結グループ全体の業績を反映しており、経営目標達成度

がステークホルダーにもわかりやすいこと、簡単かつ正確に測定でき恣意性を排

除できることなどから短期的な指標に最適と判断したためであります。

業績連動報酬の額の決定方法は、期初に定めた目標連結経常利益額に対する達

成度に応じて支給率０～100％の範囲で算出し、役位別に基本報酬の20％を上限

（使用人兼務取締役については使用人分給与も含めた基本報酬の20％を上限）とし

ております。なお、目標連結経常利益額に達しない場合は業績連動報酬は支給い

たしません。

また、連結経常利益額の目標額および支給率100％とする額は、過去５年の売上

高・経常利益・経常利益率の平均をもとに、経済情勢や市場動向および同業他社

の状況などを勘案して毎年見直すこととし、取締役会決議により設定いたします。

ロ）当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであ

ると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が、基本

報酬は当社の定める一定の基準に基づいて、業績連動報酬については、一定の算

定方式に基づいて決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されて

おり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

役員の報酬等については、2020年２月21日開催の第105回定時株主総会におい

て、取締役の報酬限度額につきましては年額250,000千円以内（うち社外取締役分

30,000千円以内、また、使用人兼務取締役については使用人分給与は含めない）、

監査役の報酬限度額につきましては年額85,000千円以内と決議いただいておりま

す。当該株主総会終結時の役員の員数は、取締役は７名（うち、社外取締役１

名）、監査役３名であります。

③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個々の取締役の報酬につきましては、基本報酬については当社の定める一定の

基準に基づいて、業績連動報酬については一定の算定方式に基づいて、取締役会

決議により委任された代表取締役社長村田泰通が決定しております。代表取締役

社長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、

各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したた

めであります。
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④取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬

取 締 役
(うち社外取締役)

56,682
( 3,240)

56,682
( 3,240)

-
( - )

７
(１)

監 査 役
(うち社外監査役)

18,360
( 5,280)

18,360
( 5,280)

-
( - )

３
(２)

(注) １．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれて

おりません。

２．当事業年度末現在の人員数は取締役７名、監査役３名であります。

３．当事業年度における業績連動報酬に係る目標連結経常利益額は350百万円で

あり、実績は213百万円であります。
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(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度における社外役員の出席状況、発言状況及び社外取締役が果たす

ことが期待される役割に関して行った職務の概要は以下のとおりです。

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 檀 上 秀 逸

当事業年度開催の取締役会14回すべてに出席しており
ます。
公認会計士として長年にわたる会計監査経験に基づく
高い見識と上場企業の社外監査役としての実績があ
り、その専門的見地から、また、業務執行を担う経営
陣から独立した客観的視点から必要な発言を適宜行っ
ております。

監 査 役 小 林 京 子

当事業年度開催の取締役会14回すべてに出席し、ま
た、当事業年度開催の監査役会13回すべてに出席して
おります。
弁護士としての豊富な経験と高い見識に加え、上場企
業の社外取締役としての経験を有しており、その専門
的見地から必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 大 松 信 貴

当事業年度開催の取締役会14回すべてに出席し、ま
た、当事業年度開催の監査役会13回すべてに出席して
おります。
公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に
関する相当程度の知見を有しており、加えて上場企業
の社外取締役としての実績があり、その専門的見地か
ら必要な発言を適宜行っております。
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４．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称 仰星監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,400千円

当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15,400千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分でき

ないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況およ

び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、

会社法第399条第１項の同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議

案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総

会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

― 14 ―

2023年01月18日 14時03分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



５．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとお

りであります。

(1) 当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制

企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を当社および子

会社の役員および使用人が法令・定款および会社規範を遵守した行動をとるため

の行動規範とする。コンプライアンス委員会を設置し、必要に応じて当社グルー

プにおける法令、定款、社内規則、企業倫理および社会倫理の遵守状況の確認と

問題の指摘および改善の提案を行い、経営会議に報告する。内部通報制度規程に

基づき通報者に不利益がおよばない内部通報体制を整え、コンプライアンス委員

会が掌握して運用する。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対

しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体

（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規

程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(3) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に

係るリスクについては、リスク管理規程に基づき対処し、統括責任者である社長

が推進部門において「実施責任者」を指名して当社および子会社の危機管理の対

応にあたるものとする。また、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの

制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行い危機発生時には迅速かつ適正

な対応を行うことができる体制を整備する。実施責任者は、リスクの防止に係る

指導を実施し、また、部門で対応できない事項または重大性・緊急性のある事項

については経営会議に報告し、全社的・組織横断的なリスク状況の監視および対

応を行うものとする。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は事業計画を定め、年度の経営方針を策定することで取締役、使用人

が共有する全社的な目標を明確化する。事務規程に基づく職務分掌による権限配

分・委譲により意思決定の迅速化を図り、業務担当取締役は全社的な目標達成の

ために、各部門方針として具体的目標および効率的な達成の方法を定める。本部

長会議・経営会議・取締役会では階層に応じた進捗状況をレビューし、情報を共

有化して協議し改善を促す。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社および関連会社の事業に関しては、「関係会社管理規程」に基づき管理す

る。役員を任命し、当社の経営会議または取締役会に重要事項を報告させること

で、業務および会計の状況を監督する。監査役は必要に応じて子会社の監査も行

い、会計監査人や内部統制委員会と密接な連携を図り、当社グループ全体の監

視・監督を実効的かつ適正に行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。当該使用

人は、監査役に係る業務を優先する。監査役の補助者の人事異動については、監

査役会の意見を尊重するものとする。

(7) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制その

他監査役への報告に関する体制

当社および子会社の取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加

え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令上疑義のある行為

に関する情報などを速やかに報告するものとする。監査役は当社の取締役会のほ

か重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため必要に応じて重要

な会議に出席するとともに、当社および子会社の稟議書等重要な文書を閲覧し、

必要に応じて当社および子会社の取締役および使用人にその説明を求めることが

できる。監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人

に周知徹底する。
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(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、会計監査人と密接に連携して情報の交換を行い、独立性を保ち、取

締役社長との間で適時意見を交換する。監査役がその職務の執行について生じる

費用および債務については、会社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認め

られる場合を除き、その費用を負担する。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての当事業年度における運用状況

の概要は以下のとおりであります。

(1) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定時取締

役会を14回開催し経営方針や予算の策定等の経営に関する重要事項を決定すると

ともに、月次業績の評価・分析を行い、法令や定款等への適合性と業務の適正性

の観点から審議をいたしました。また、業務執行取締役および常勤監査役を構成

員とする経営会議を22回開催し、部長を加えた本部長会議は11回開催して、情報

を共有化し階層に応じた討議・レビューを実施しました。経営会議はコンプライ

アンス委員会からの報告を協議するほか、リスク管理機能も併せ持っており、全

社的・組織横断的なリスク状況の監視および対応を行いました。

(2) 当社グループにおける業務の適正性を確保するため、当社取締役が子会社の取

締役に就任し、子会社の取締役会に出席して月次業績や重要事項の決議について

確認し、当社取締役会や経営会議にて適宜報告しております。

(3) 監査が実効的に行われるため、監査役会を13回開催し、監査方針および監査計

画を協議・決定して工場や主要な営業所の監査を実施しました。常勤監査役は重

要な会議に出席し、代表取締役・会計監査人・内部統制委員会との会合を適宜実

施いたしました。
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７．株式会社の支配に関する基本方針
(1) 基本方針の内容の概要

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様に

よる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされ

た場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思に

より判断されるべきであると考えます。

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から

みて企業価値ひいては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株

主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資さないものも存在します。当社は、このような大規模

買付行為がなされる場合は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価

値ないし株主共同の利益を守る必要があると考えております。

このような中、当該大規模な買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、当該買付者か

らの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠であり、さらには、当該買付者の提

案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必

要であると考え、大規模買付行為等があった際には、適切な措置を講じることと

いたします。

(2) 基本方針実現のための取組みの概要

① 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資

する特別な取組み

当社は、「人と技術で豊かな未来を創造しよう」「地球にやさしさを 暮らし

に彩りを お客様に満足を」を経営の基本理念として掲げ、「技術力を高め、

環境に優しく信頼性の高い製品を提供すること」を基本方針としております。

この基本方針のもと、環境配慮型塗料・高機能・高付加価値製品の開発、環

境対応要求の実現に向けたESG/SDGs視点、提案型販売による新規需要の開拓、

生産の合理化・自動化、有害物質排出及び廃棄物の削減等に取り組み、技術

力・販売力・生産力の基盤強化に努めております。これらの施策により、中長

期的な成長・経営体質強化を図り、当社の企業価値および株主共同の利益の確

保・向上を目指します。
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② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み

当社は2022年１月21日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定するとともに、基本

方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為等への対

応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入しました。

本プランは、上記取締役会の決議により導入いたしましたが、2022年２月18

日開催の第107回定時株主総会においてその継続を議案として上程し、当該株

主総会において本プランの継続が承認されました。

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目

的として、「株式会社の支配に関する基本方針」に沿って導入されたものです。

当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判

断については、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、

最終的には株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そのた

め、本プランでは、当社株式に対し25％以上の大規模買付行為を行おうとする

者（以下「大規模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべ

き、大規模買付行為に関する合理的なルールを定めております。

当社取締役会は、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模

買付行為等に関する必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役

会として大規模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付者との交渉や株主

の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確保することといたします。そ

して、大規模買付行為等を受け入れるか、若しくは大規模買付行為等に対して

対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の総体的な意思を確認するた

め、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催することとい

たします。

本プランの有効期限は2025年２月開催予定の当社第110回定時株主総会の終

結の時までとなっております。ただし、有効期間中であっても当社株主総会ま

たは取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時

点で廃止されるものといたします。

本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の2022年1月21日

付「当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の導入について」

をご参照ください。

（当社ウェブサイト https://www.kawakami-paint.co.jp/）
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(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

本プランは、以下の諸点を考慮することにより、本プランが株式会社の支配に

関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するもの

であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま

す。

① 買収防衛策に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定め

る三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意

思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済産業省に設置された企業価値研

究会が2008年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収

防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2021年６月11日に最新の改訂版を公表

した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－５いわゆる買収防衛

策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件

は、本プランにおいても充足されています。

② 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等に際し、当該大規模買付行

為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替

案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付

者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

③ 株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除）

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プ

ランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会に

おいて対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。したがって、対

抗措置の発動の適否の判断に際して、株主の皆様のご意思が直接的に反映され

る設計としております。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除）

本プランの必要性及び相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫

用されることを防止するため、対抗措置の発動の是非その他本プランに則った

対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を行う経営陣から

独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、

当該勧告を最大限尊重することとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を

担保するための手続も確保されております。
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⑤ デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取

締役会によって廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は取締役の任期を２年としておりますが、期差任期制を採用して

いないため、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行

うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）で

はございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決

議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 本事業報告は、次により記載しております。

千円単位および百万円単位の金額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示し

ております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2022年11月30日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 5,660,323 流 動 負 債 3,450,508

現 金 及 び 預 金 2,042,211 支払手形及び買掛金 1,992,450

受 取 手 形 965,864 短 期 借 入 金 1,090,576

電 子 記 録 債 権 468,634 未 払 費 用 272,236

売 掛 金 908,358 未 払 法 人 税 等 28,963

商 品 及 び 製 品 803,856 そ の 他 66,282

仕 掛 品 53,319 固 定 負 債 1,828,908

原材料及び貯蔵品 383,853 長 期 借 入 金 803,432

そ の 他 34,225 退職給付に係る負債 816,894

固 定 資 産 2,337,200 そ の 他 208,581

有形固定資産 1,349,233

建物及び構築物 329,063 負 債 合 計 5,279,417

機械装置及び運搬具 191,966 (純資産の部)

土 地 757,697 株 主 資 本 2,310,577

そ の 他 70,506 資 本 金 500,000

無形固定資産 21,730 資 本 剰 余 金 41,095

投資その他の資産 966,236 利 益 剰 余 金 1,778,312

投 資 有 価 証 券 834,742 自 己 株 式 △8,830

長 期 預 け 金 18,746 その他の包括利益累計額 407,529

繰 延 税 金 資 産 105,239 その他有価証券評価差額金 427,935

そ の 他 7,507 退職給付に係る調整累計額 △20,406

純 資 産 合 計 2,718,106

資 産 合 計 7,997,523 負債・純資産合計 7,997,523
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連 結 損 益 計 算 書
(2021年12月１日から2022年11月30日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 5,632,700

売 上 原 価 4,550,874

売 上 総 利 益 1,081,825

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 920,532

営 業 利 益 161,292

営 業 外 収 益

受 取 利 息 11

受 取 配 当 金 27,672

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 2,512

技 術 権 利 料 16,457

助 成 金 収 入 14,600

そ の 他 5,499 66,754

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,256

固 定 資 産 除 却 損 5,885

そ の 他 77 14,219

経 常 利 益 213,827

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 213,827

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 63,443

法 人 税 等 調 整 額 △11,829 51,613

当 期 純 利 益 162,213

親会社株主に帰属する当期純利益 162,213
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連結株主資本等変動計算書
(2021年12月１日から2022年11月30日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当期首残高 500,000 41,095 1,641,018 △8,577 2,173,535

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △24,919 △24,919

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

162,213 162,213

自 己 株 式 の 取 得 △252 △252

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 137,294 △252 137,041

当期末残高 500,000 41,095 1,778,312 △8,830 2,310,577

(単位：千円)

その他の包括利益累計額

純資産合計
そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当期首残高 397,863 △41,850 356,012 2,529,548

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △24,919

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

162,213

自 己 株 式 の 取 得 △252

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

30,072 21,443 51,516 51,516

当 期 変 動 額 合 計 30,072 21,443 51,516 188,557

当期末残高 427,935 △20,406 407,529 2,718,106
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

子会社は１社であり連結しております。

連結子会社名 ダイヤス化成㈱

２．持分法の適用に関する事項

(1) 関連会社は１社であり持分法を適用しております。

関連会社名 ㈱友進商会

(2) ㈱友進商会は決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の事業年度に係る計

算書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

有価証券

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のも

の

……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。

市場価格のない

株式等

……移動平均法による原価法を採用しております。

デリバティブ…………時価法を採用しております。

棚卸資産………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産
（リース資産除く）

…………定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３～45年

機械装置及び運搬具 ４～８年

その他 ３～15年

無形固定資産

（リース資産除く）

…………定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフ

トウェアについては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。
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リース資産……………リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定

額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法……退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連

結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異、過去勤務費用

の費用処理方法

……過去勤務費用については、その発生時における使用人

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生

時における使用人の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、塗料事業において顧客に対して塗料等を製造販売しており

ます。商品及び製品の販売に係る収益は、約束した財が顧客に移転した時点で、

顧客が当該財に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しているこ

とより、当該財の引渡時点で収益を認識しております。

ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品

の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時

に収益を認識しております。
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（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下
「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、販売奨励金等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費
及び一般管理費、営業外費用に計上しておりましたが、取引価格から減額する方
法に変更しております。この結果、当連結会計年度の売上高は19,540千円、販売
費及び一般管理費は19,394千円、営業外費用は145千円それぞれ減少しておりま
す。また、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号
2021年３月26日）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内
の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計
方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金
に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当期首残高
に与える影響額はありません。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」「売掛金」と表示し
ております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定
会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年
７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、
連結計算書類に与える影響はありません。
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（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた

「電子記録債権」（前連結会計年度326,598千円）は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より独立掲記しております。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産

除却損」（前連結会計年度0千円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年

度より独立掲記しております。

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（千円）

当連結会計年度

繰延税金資産 105,239

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社及び連結子会社は、当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可

能性についての判断にあたり、会計上の見積りを行っております。

①算出方法

将来の事業計画により算出した課税所得見込に基づき、繰延税金資産の回

収可能性について判断しております。

②主要な仮定

課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、過

去の実績に基づく将来の収益予測であり、市場環境の状況等を勘案しており

ます。

以上の見積りの結果、当連結会計年度において連結計算書類に計上した繰

延税金資産については、上記のとおりであります。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

翌連結会計年度以降、事業環境のさらなる悪化などの要因により、実際の

課税所得が見積りと異なった場合には、当社及び連結子会社の繰延税金資産

の金額に影響する可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 4,097,111千円

２．担保に供している資産

有 形 固 定 資 産 861,204千円

投 資 有 価 証 券 119,490千円

計 980,694千円

上記に係る債務の金額 2,027,085千円

３．保証債務

三井物産ケミカル株式会社の

売掛債権に対する保証額 19,283千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当連結会計年度末日における発行済株式の種類および総数

普通株式 1,000,000株

２．剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年２月18日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 24,919 25 2021 年 11月 30日 2022年２月 21日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年２月17日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 24,917 25 2022年11月30日 2023年２月20日
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（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループでは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資

金調達については銀行等金融機関からの借入による方針です。

デリバティブ取引は外貨建取引の為替変動リスクを回避するためにのみ利用

し、投機目的による取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに

晒されています。主な取引先の信用状況を把握してリスクの低減を図っており

ます。

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期

的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況などを把握し、市況や取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、その支払期日が１年以内となってお

ります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借

入金は主に長期運転資金にかかる資金調達です。借入金は金利の変動リスクに

晒されております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、月次に資金

繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。
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２. 金融商品の時価等に関する事項

2022年11月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれ

ておりません（（注2）をご参照ください）。

連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 823,776 823,776 －

資産計 823,776 823,776 －

長期借入金（注3） 1,254,008 1,253,146 △861

負債計 1,254,008 1,253,146 △861

（注1）現金及び預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、

短期借入金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時

価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 10,966

（注3）１年以内返済予定長期借入金を含めて表示しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に
関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ
ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した
時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した
時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ
れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位
が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(１)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 823,776 － － 823,776

資産計 823,776 － － 823,776

(２)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,253,146 － 1,253,146

負債計 － 1,253,146 － 1,253,146

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で

取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳

簿価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。固

定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル

２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自 2021年12月１日 至 2022年11月30日）

売上高（千円）

合成樹脂塗料 5,166,289

油性塗料 2,080

ラッカー 28,299

塗料希釈剤 281,898

関連製品 33,034

その他 121,096

顧客との契約から生じる収益 5,632,700

その他の収益 －

外部顧客への売上高 5,632,700

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（連結計算書類の作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記等）４.会計方針に関する事項（5）重
要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(１)顧客との契約から生じた債権の残高

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,129,403千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,342,856千円

(２)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、予想期間が１年を超える重要な取引はありません。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な
金額はありません。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 2,729円93銭

１株当たり当期純利益 162円91銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

なお、記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 34 ―

2023年01月18日 14時03分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



貸 借 対 照 表
(2022年11月30日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 5,566,484 流 動 負 債 3,425,176

現 金 及 び 預 金 1,963,694 支 払 手 形 1,170,031
受 取 手 形 928,777 買 掛 金 799,292
電 子 記 録 債 権 453,502 短 期 借 入 金 1,090,576
売 掛 金 946,072 未 払 金 44,636
商 品 及 び 製 品 802,980 未 払 費 用 271,622
仕 掛 品 53,319 未 払 法 人 税 等 28,839
原材料及び貯蔵品 383,853 預 り 金 7,814
前 払 費 用 8,343 そ の 他 12,362
そ の 他 25,939

固 定 資 産 2,317,208 固 定 負 債 1,791,600

有形固定資産 1,342,124 長 期 借 入 金 803,432
建 物 238,146 退職給付引当金 782,673
構 築 物 89,891 そ の 他 205,495
機 械 及 び 装 置 185,320 負 債 合 計 5,216,776
車 両 運 搬 具 6,645 (純資産の部)
工具、器具及び備品 70,246 株 主 資 本 2,240,202

土 地 751,874 資 本 金 500,000
資 本 剰 余 金 41,095

無 形 固 定 資 産 21,254 資 本 準 備 金 41,095
ソ フ ト ウ ェ ア 18,955 利 益 剰 余 金 1,706,252
そ の 他 2,299 利 益 準 備 金 83,904

投資その他の資産 953,828 その他利益剰余金 1,622,347
投 資 有 価 証 券 822,254 別 途 積 立 金 200,000
関 係 会 社 株 式 10,500 繰越利益剰余金 1,422,347
長 期 預 け 金 18,353 自 己 株 式 △7,145
繰 延 税 金 資 産 95,306 評価・換算差額等 426,714

そ の 他 7,414 その他有価証券評価差額金 426,714
純 資 産 合 計 2,666,916

資 産 合 計 7,883,693 負債・純資産合計 7,883,693
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損 益 計 算 書
(2021年12月１日から2022年11月30日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 5,581,335

売 上 原 価 4,540,339

売 上 総 利 益 1,040,995

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 888,664

営 業 利 益 152,331

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9

受 取 配 当 金 35,165

技 術 権 利 料 16,457

助 成 金 収 入 14,600

そ の 他 6,928 73,161

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,249

固 定 資 産 除 却 損 5,885

そ の 他 77 14,213

経 常 利 益 211,279

税 引 前 当 期 純 利 益 211,279

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 60,967

法 人 税 等 調 整 額 △11,751 49,216

当 期 純 利 益 162,062
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株主資本等変動計算書
(2021年12月１日から2022年11月30日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当期首残高 500,000 41,095 41,095 83,904 200,000 1,285,203 1,569,108 △6,952 2,103,251

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △24,919 △24,919 △24,919

当 期 純 利 益 162,062 162,062 162,062

自己株式の取得 △193 △193

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － 137,143 137,143 △193 136,950

当期末残高 500,000 41,095 41,095 83,904 200,000 1,422,347 1,706,252 △7,145 2,240,202

(単位：千円)

評価・換算差額等

純 資 産
合 計その他有

価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合 計

当期首残高 396,322 396,322 2,499,574

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △24,919

当 期 純 利 益 162,062

自己株式の取得 △193

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

30,391 30,391 30,391

当期変動額合計 30,391 30,391 167,341

当期末残高 426,714 426,714 2,666,916

― 37 ―

2023年01月18日 14時03分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のも

の

………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

市場価格のない

株式等

………………移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブの評価基準および評価方法

時価法を採用しております。

(3) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産…………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～45年

機械及び装置 ８年

その他 ３～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しておりま

す。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づ

き、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

使用人の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しており

ます。

過去勤務費用については、その発生時における使用人の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における使用人の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度より費用処理しております。

４．退職給付に係る会計処理

未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算

書類における会計処理の方法と異なっております。

５．重要な収益及び費用の計上基準

当社は、塗料事業において顧客に対して塗料等を製造販売しております。商品

及び製品の販売に係る収益は、約束した財が顧客に移転した時点で、顧客が当該

財に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることより、当該

財の引渡時点で収益を認識しております。

ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の

支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収

益を認識しております。
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（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収

益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサー

ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、販売奨励金等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及

び一般管理費、営業外費用に計上しておりましたが、取引価格から減額する方法に

変更しております。この結果、当事業年度の売上高は30,600千円、販売費及び一般

管理費は30,454千円、営業外費用は145千円それぞれ減少しております。また、経常

利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号

2021年３月26日）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の

販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期

間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定

める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡

及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該

期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当期首残高に与える影響額は

ありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基

準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４

日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に

与える影響はありません。
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（表示方法の変更）

（貸借対照表）

前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」

（前事業年度312,604千円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲

記しております。

（損益計算書）

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却

損」（前事業年度0千円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記

しております。

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）

当事業年度

繰延税金資産 95,306

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に記載した内

容と同一であります。
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（貸借対照表に関する注記）

１．関係会社に対する短期金銭債権 150,905千円

関係会社に対する短期金銭債務 5,472千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,090,011千円

３．担保に供している資産

有 形 固 定 資 産 861,204千円

投 資 有 価 証 券 119,490千円

計 980,694千円

上記に係る債務の金額 2,027,085千円

４．保証債務

三井物産ケミカル株式会社の

売掛債権に対する保証額 19,283千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

売 上 高 309,207千円

仕 入 高 等 21,953千円

営業取引以外の取引高 9,773千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末日における自己株式の種類および株式数

普通株式 3,313株

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払費用 4,787千円

投資有価証券評価損 18,165千円

棚卸資産評価損 24,284千円

退職給付引当金 239,498千円

未払役員退職慰労金 28,131千円

その他 7,558千円

計 322,425千円

評価性引当額 △49,115千円

繰延税金資産合計 273,310千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △178,003千円

繰延税金負債合計 △178,003千円

繰延税金資産（△負債）の純額 95,306千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社および関連会社等

(単位：千円)

属 性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 ダイヤス化成㈱
所有

直接 100.00％

当社製品の販売

役員の兼任
塗料の販売 211,992 売 掛 金 77,387

関連会社 ㈱友進商会
所有

直接 31.25％

当社製品の販売

役員の兼任
塗料の販売 97,215 受取手形 37,886

（注） 各種塗料の販売については、価格その他取引条件は他の特約店と概ね同様の

条件によっております。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表（収益認識

に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 2,675円78銭

１株当たり当期純利益 162円59銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

なお、記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年１月20日

川上塗料株式会社

取締役会 御中

仰星監査法人

大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 許 仁 九

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 塚 博 路

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、川上塗料株式会社の2021

年12月１日から2022年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、川上塗料株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算

書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
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・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年１月20日

川上塗料株式会社

取締役会 御中

仰星監査法人

大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 許 仁 九

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 塚 博 路

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、川上塗料株式会社

の2021年12月１日から2022年11月30日までの第108期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通

読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
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・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年12月１日から2022年11月30日までの第108期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施
しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び
同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏ま
え、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ
ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組
みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう
ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは
ないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年１月20日

川 上 塗 料 株 式 会 社 監 査 役 会

監 査 役(常 勤) 矢 野 光 芳 ㊞
監査役(社外監査役) 小 林 京 子 ㊞
監査役(社外監査役) 大 松 信 貴 ㊞

以 上
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株 主 総 会 参 考 書 類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のため

に必要な内部留保の充実を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針とし

ております。

当期の期末配当金につきましては、基本方針に沿って当期業績や財務状況、事業投

資への配分を勘案した結果、１株当たり25円とさせていただきたいと存じます。

（1）配当財産の種類

金銭

（2）配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 １株につき25円 総額24,917,175円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2023年２月20日
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第２号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由

①会社法の一部改正

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書

きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年９月１日に施行されたこと

に伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨

および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す

ることができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定

は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等

に関する附則を設けるものであります。

②取締役の任期の変更

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営

体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報
告、計算書類及び連結計算書類
に記載又は表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定める
ところに従いインターネットを
利用する方法で開示することに
より、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（新設）

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容
である情報について、電子提供
措置をとるものとする。

２．当会社は、電子提供措置をとる
事項のうち法務省令で定めるも
のの全部又は一部について、議
決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書
面に記載しないことができる。

（任 期）
第20条 取締役の任期は、選任後２年以

内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。

２．増員又は補欠として選任された
取締役の任期は、在任取締役又
は退任した取締役の任期の満了
すべき時までとする。

（任 期）
第20条 取締役の任期は、選任後１年以

内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。

２．増員又は補欠として選任された
取締役の任期は、他の在任取締
役の任期の満了する時までとす
る。

（新設）

（附 則）
１．定款第14条（電子提供措置等）

の規定にかかわらず、2023年２
月末日までの日を株主総会の日
とする株主総会については、変
更前定款第14条（株主総会参考
書類等のインターネット開示と
みなし提供）はなお効力を有す
る。

２．本附則は、前項の株主総会の日
から３ケ月を経過した日にこれ
を削除する。
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第３号議案 取締役７名選任の件

取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

１

野
の

村
むら

茂
しげ

光
みつ

(1945年７月１日生)

1968年４月 三井物産株式会社入社

11,500株

1995年３月 三井物産ソルベント・コーティン
グ株式会社（現 三井物産ケミカ
ル株式会社）取締役関西支店長

1996年４月 同社代表取締役社長
2001年２月 当社取締役副社長兼営業本部長
2003年２月 当社代表取締役社長
2019年２月 当社代表取締役会長

（現在に至る）

候補者とした理由
総合商社における豊富なビジネス経験と知識に加え、長年にわたり経営者と
して培った優れた経営手腕を有し、2001年２月の就任以来、取締役として経
営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしま
した。

２

村
むら

田
た

泰
やす

通
みち

(1955年８月14日生)

1981年４月 当社入社

2,400株

2009年２月 当社粉体塗料技術部長兼主席研究員
2009年９月 当社粉体塗料技術部長兼第１技術部長
2012年６月 当社技術本部副本部長兼粉体塗

料技術部長
2013年12月 当社技術本部副本部長兼粉体塗

料技術部長兼第２技術部長
2014年２月 当社取締役技術本部長兼粉体塗

料技術部長兼第２技術部長
2016年３月 当社取締役技術本部長兼粉体塗料技術部長

兼第１技術部長兼第２技術部長
2019年２月 当社代表取締役社長兼技術本部長
2022年６月 当社代表取締役社長

（現在に至る）

候補者とした理由
取締役として経営の重要事項の意思決定と業務遂行の監視・監督に尽力し企
業経営を牽引してまいりましたことから、当社の企業価値向上に寄与できる
と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

３

松
まつ

下
した

田佳子
た か こ

(1966年11月21日生)

1997年10月 センチュリー監査法人（現 EY
新日本有限責任監査法人）入所

2,200株

2001年５月 公認会計士登録
2010年12月 同監査法人 退職
2012年２月 当社取締役経理部長
2013年８月 当社取締役経理部長兼総務部長
2017年２月 当社取締役経理部長
2021年６月 当社取締役経理本部長兼システム室長

（現在に至る）

候補者とした理由
公認会計士として培った豊富な経験と専門的知見に加え、管理部門における
豊富な業務経験を有しており、2012年２月の就任以来、取締役として経営の
中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

４

宮
みや

司
じ

裕
ひろ

之
ゆき

(1956年10月31日生)

1980年４月 三井物産株式会社入社

1,400株

2007年１月 三井物産ソルベント・コーティング
株式会社（現 三井物産ケミカル株
式会社）取締役機能材料事業部長

2009年４月 三井物産ケミカル株式会社 関
西支店長補佐

2010年12月 三井物産株式会社 機能化学品
業務部業務監査室内部監査人

2014年10月 当社資材部長兼ＯＥＭ室長
2017年２月 当社取締役資材部長兼ＯＥＭ室長

兼総務部担当
2019年６月 当社取締役資材部長兼ＯＥＭ室長

兼海外事業推進部長兼総務部担当
2021年６月 当社取締役サプライチェーン統

括本部長兼総務部担当
（現在に至る）

候補者とした理由

総合商社で培った豊富なビジネス経験と知識に加え、資材分野における豊富
な業務経験を有しており、2017年２月の就任以来、取締役として経営の中核
を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

５

作
さく

本
もと

政
まさ

英
ひで

(1959年4月10日生)

1978年４月 当社入社

800株

2007年12月 当社千葉工場長兼千葉工場製造課長
2009年10月 当社本社工場生産管理部長
2014年５月 当社本社工場生産管理部長兼製造部長
2016年６月 当社本社工場長兼製造部長
2019年２月 当社取締役生産本部長兼本社工

場長兼製造部長
2021年６月 当社取締役生産本部長兼本社工

場長
2022年６月 当社取締役生産本部長兼本社工

場長兼製造部長
（現在に至る）

候補者とした理由
生産分野における豊富な知識や経験を有しており、2019年２月の就任以来、
取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候
補者といたしました。

６

佐
さ さ き

々木 圭
けい

史
し

(1957年7月31日生)

1976年４月 当社入社

1,400株

2008年８月 当社大阪営業所長
2008年12月 当社名古屋営業所長兼浜松営業所長
2011年１月 当社大阪営業所長
2016年６月 当社営業本部部長兼大阪営業所長
2016年12月 当社営業本部部長
2021年２月 当社取締役営業本部長兼営業企

画室長
（現在に至る）

候補者とした理由
営業分野における豊富な知識や経験を有しており、2021年２月の就任以来、
取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候
補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社株式の数

７

檀
だん

上
じょう

秀
しゅう

逸
いつ

(1947年11月25日生)

1980年３月 公認会計士登録

1,900株

1998年８月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
2009年６月 同監査法人 退職

公認会計士 檀上秀逸事務所所長（現任）
2011年６月 美津濃株式会社社外監査役
2015年６月 株式会社ノザワ社外監査役（現任）
2018年２月 当社監査役
2021年２月 当社取締役

（現在に至る）

候補者とした理由および期待される役割の概要

公認会計士として長年にわたる会計監査経験に基づく高い見識と他社の社外
監査役の実績があり、2018年２月より当社社外監査役に就任以来、取締役の
職務執行の監督等を適切に果たした実績を踏まえ、2021年２月に当社社外取
締役に就任いただきました。当社の企業価値向上により直接的に貢献いただ
くことを期待して、引き続き社外取締役候補者としたものであります。な
お、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断して
おります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．檀上秀逸氏は、社外取締役候補者であります。
３．檀上秀逸氏の当社における社外取締役の就任期間は、今回の株主総会終

結の時をもって２年となります。
４．当社は檀上秀逸氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限

定する契約を締結しており、檀上秀逸氏の再任が承認可決された場合、
上記の責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づ
く責任の限度額は法令に定める最低責任限度額としております。

５．当社は、檀上秀逸氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所
へ届け出ており、檀上秀逸氏の再任が承認可決された場合、引き続き独
立役員とする予定であります。

６．当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が職務の執行に起因
した責任を負うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生じることのある損害を填補することとしております。ただし、法令
違反の行為であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害は
填補されない等の一定の免責事由があります。各候補者の選任が承認可
決された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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株主総会会場ご案内略図

会 場…兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番１号

当社２階会議室

TEL（０６）６４２１－６３２５

○交 通 ＪＲ「塚口駅」より徒歩約10分、

阪急電鉄「塚口駅」より徒歩約15分
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